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健康保険証が変わります！ 
（７月２２日以降に健康保険証を発行された方と 
任意継続の方を除きます） 

＜サンプル＞ 

  

 

でもご注意！ 
法令により、健康保険証は、 
来年の１２月１日までしか 

使えません‼ １０月１日からは新しい健康保険

証をご使用ください。 

現在の健康保険証は、10月1 日以降、

安全のため、各自でハサミ等で裁断し、

確実に処分してください。 

● 法令により、マイナ保険証への切り替え促進の  

ため、健康保険証は 2024 年 12 月 2 日以降、 

発行ができなくなりました。（※） 

● 医療機関の受診は、マイナ保険証の利用が原則と

なります。 

● マイナ保険証への移行の猶予期間が１年設け   

られたものの、健康保険証は、2025 年 12 月 1 日

までしか使えなくなりました。 

● マイナ保険証をお持ちでない方は、次ページを  

ご参照の上、登録手続きをお願いします。 

 現在の健康保険証は 9月までしか使えません！ 

 

 
 

 

旧健康保険証は 

各自で処分して 

ください 

  

現在の健康保険証（パステルグリーン）の有効期限は 2024 年 9 月 30 日です。

新しい健康保険証（ブルー）は 9 月下旬に会社経由でお届けします。 

尚、2024 年 7 月 22 日以降に健康保険証の発行を受けた方につきましては、

すでに新しい健康保険証で発行していますので、そのままご使用ください。 

任意継続の方につきましても、有効期限（資格喪失予定日）が被保険者ごとに

設定されており、そのままご使用ください。 

 

（※）2024 年12 月2 日以降、健康保険証の紛失者や再雇用・新規被扶養
認定者の方にも、健康保険証の発行はできません。医療機関の受診には、
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、マイナ保険証をお持ちで 
ない方は別途発行する資格確認書を利用いただくことになります。 

 

１０月１日からは 
新しい健康保険証を！ 
旧健康保険証は各自で処分！ 

 マイナ保険証については、今後の法令改正等により、対応が変わる 

ことがあります。その際は、健保ニュースでご案内します。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


